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第４4 回 駅西ブロック部会 

開催日時 令和 7 年１０月 15 日（水）午後６時３０分～午後 8 時 15 分 

開催場所 上十条ふれあい館 第一ホール 

出席者 【部会役員】 駅西ブロック部会長           ：阿部 

【事務局】 防災まちづくり担当課長 ：長久保 

 防災まちづくり担当課 ：末岡、草間 

 土木政策課長 ：杉戸 

 土木政策課 企画調整係 ：梶川、物井 

 土木政策課 事業計画係 ：山上、吉田 

 事業用地担当課長 ：荒井 

 事業用地担当課 ：生田目、木下、萩原 

 株式会社アルメック             ：髙尾、木村、鈴木 

【再開発組合】十条駅西口地区市街地再開発組合 ：鈴木、菊池 

参加者 19 名（部会役員を除く） 

議題等 報告事項 

○防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等） 

○十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業の進捗状況等 

○十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等 

 

【ブロック部会の様子】 
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議事要旨 

１ 開会 

▶駅西ブロック部会長あいさつ 

皆さんこんばんは。お忙しい中、大勢お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまよ

り第44回駅西ブロック部会をはじめます。報告事項が3件ございまして、最初に防災まちづくりの

取組として、密集事業の進捗状況となります。順次報告していきますので、皆様からのご意見を頂

戴できればと思います。 

 

２ 報告事項 

（1）防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等） 

（２）十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業の進捗状況等 

（３）十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等 

※（１）（２）は事務局から、（３）は再開発組合から、配布資料及びスライドに沿って報告があった。 

 

３ 質疑 

  （1）防災まちづくりの取り組みに関する質問 
（参加者）防災まちづくりの支援について、町会に加入していない人への対応はどうしているのか。 

（事務局）ブロック部会やまちづくり協議会は地域住民全員を対象として開催しており、支援策等に

ついて紹介しています。また、区のホームページ等でも紹介しています。なおブロック部会の開催

にあたっては、事前に周知のための会報をブロック内の全世帯に配布しています。 

 

（参加者）北区民強靱化動画は、子どもが見てもわかりやすいと思う。この動画を小中学校の授業等

で活用していく予定はあるのか。 

（事務局）動画はきたコン等での配信を行っています。学校の授業での活用については今後検討し

ていきますが、機会があれば紹介していきたいと思っています。 

 

（参加者）十条地区防災計画は、どのように活用していけば良いのか。 

（事務局）共助という視点から地域の方々に協力していただくものとして捉えております。この計画

により避難所単位の初動期と運営期の体制が示されましたので、今後、避難所単位での訓練がよ

り詳細に実施できるものと考えます。 

 

   （２）十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業の進捗状況等に関する質問 

     （参加者）早期実現に向けた動きはどうなっているのか。 

（事務局）引き続き、関係する地権者の皆様にご協力いただけるよう丁寧な対応を進め、高架化の早

期実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

 

（参加者）鉄道立体化について、仮の高架や仮線用の用地、シールドマシンが不要という工法があ

るのに、高架化を進めるのはおかしいのではないか。東京都に申し入れをしてほしい。 

（事務局）十条駅の高架化は東京都で様々な構造形式、現地の状況を踏まえて検討した結果であ

ることから、区もこれが最善であると捉えています。なお、意見があったことは東京都へお伝えし
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ますが、区からの申し入れについては考えていません。 

 

（参加者）上一防災広場について、工事中に地下にあった構造物を壊して運び出していたと聞いて

いるが、遺構も多い地域のため、きちんと記録をしてほしい。 

（事務局）上十条都営アパート5号棟跡地の広場工事につきまして、建物の解体自体は東京都で実

施しており詳細は把握していない状況にありますが、この場所は埋蔵文化財包蔵地には指定され

ておりません。指定されていれば、文化財の手続きを行いながら工事を進めていくことになりま

す。 

     

     （参加者）かつての十条貨物駅について、連続立体交差事業の環境アセスメントを見ると、全く触れ

られていない。記録だけでも残してほしい。 

     （事務局）東京都にご意見をお伝えします。 

 

 （３）十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等に関する質問 

（参加者）再開発ビルの風害については、現在、再開発組合で対応しているが、来年9月に再開発組

合が解散し、その後は北区に移行されると聞いている。きちんと引き継がれるのか。 

（再開発組合）ビル風を軽減させるため、防風植栽を計画しました。樹木の成長にあわせた効果が期

待できると考えています。組合は来年の9月に解散すると決まっているわけではありませんが、適

切に引継ぎを行い、区とも共有して参ります。 

 

（参加者）再開発ビル内の店舗入居割合は何パーセントか。 

（再開発組合）40区画のうち5区画程度が未定という状況です。 

 

（参加者）十条駅に隣接する「広場表層整備」とは何か。 

（再開発組合）駅前広場の一部として自由に通行していただける空間を整備するものです。 

 

（参加者）高層階に見学のできるようなデッキを設置しないのか。 

（再開発組合）高層階に展望デッキは設けておりません。今後も設置の予定はありません。 

 

（参加者）再開発ビル南側のバス通りについて、踏切そばの横断歩道は狭く、朝方は1回の青信号で

渡りきれない状況にあるため、広くしたらどうか。 

（再開発組合）踏切そばのこの位置は、以前は交差点であったことから道の両側2か所に横断歩道が

ありましたが、現在は交差点という扱いにはなっていないため、横断歩道は1か所になりました。な

お横断歩道や信号機は警察の所管となり、交通安全施設として決められていく形となります。ご意

見については、補助85号線の道路管理者である東京都第六建設事務所に伝えます。 

 

（参加者）再開発ビル周辺は落下物が怖くて近くを歩けない。落下物対策のための屋根をつけたらど

うか。 

（再開発組合）建築法規に従い、落下物対策を踏まえた設計としています。 
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（参加者）王子駅方面のバス停を十条駅寄りに移設すると示されたが、踏切が閉まっていると人が

溜まる傾向にある。そのことについての検証はされたのか。 

（再開発組合）設置した公開空地に、ある程度の人が溜まることができると考えています。 

（参加者）移設後のバス停にバスが停車しているときに、踏切が閉まってしまうと渋滞するのではな

いか。 

（再開発組合）バス停は、補助85号線で王子方向から来た車が駅前広場に入る際に右折渋滞しな

いよう、右折車線を設置するようにという警察の指導に基づき設置しました。右折車線を設けると

現位置のバス停ではバスが停車すると車が横を抜けていけないという課題が発生することから、

警察と東京都第六建設事務所と協議を行い、踏切寄りの位置に移設することとしました。なお、移

設後はバスベイを整備するため、停車したバスの横を車が通り抜けることができます。 

 

（参加者）ビル風が強いため、地震が発生し近くで火事になった場合、火の回りが早くなるのではな

いか。 

（再開発組合）防風植栽の成長を見守っているところです。 

 

（参加者）ストアサーブ跡地は、工事業者の喫煙所であったり、公園的な使われ方がされたり、駐輪

場になったりしたこともある。柵を設けるなど対応できないか。 

（再開発組合）時間帯によりますが信号待ちの人が多いことから、滞留空間として暫定的に使わせて

いただいているところです。東京都第六建設事務所にご意見はお伝えします。 

 

（参加者）駅前にできた喫煙所はどこが整備したのか。 

（再開発組合）北区の依頼により再開発組合で整備したものです。 

 

（４）その他の質問 

（参加者）補助73号線について、横断歩道は何ヶ所程度できるのか。東京都に対して早めに聞いて

欲しい。計画が決まってからでは地域住民の声は反映しづらい。 

（事務局）東京都から横断歩道の位置について示されておらず、北区では回答を持ち合わせていま

せん。東京都に意見を伝えます。 

 

（参加者）補助73号線は何のために整備するのか。 

（事務局）補助73号線は特定整備路線に位置づけられており、防災上必要な道路ということで東京

都が事業を進めているところです。一方で、周辺の防災対策は別途進められていくものと考えま

す。 

 

（参加者）環状7号線は横断歩道の間隔が長すぎて、高齢者にとっては横断が大変だ。補助73号線

も広い道路であることから、懸念している。 

（事務局）東京都にご意見をお伝えします。 

 

（参加者）補助73号線について、東京都が購入した土地の暫定活用について考えて欲しい。 

（参加者）土地活用については、ブロック部会で以前、参加者の方が防災訓練場所としての活用を



5 
 

提案していた。 

（事務局）東京都にご意見をお伝えします。 

 

（部会長）町会非加入者の話がありましたが、十条仲原一丁目町会の実情を申し上げますと、約

1,170世帯の方が住まわれており、そのうち町会に加入していただいている世帯が850～900

弱程度となっています。また、町会加入の有無にかかわらず、70歳以上の方にはお祝いを差しあ

げる活動を行っています。十条仲原一丁目ではかなりの方が加入していただいておりますこと

を、最後にお知らせいたします。 

 

以上 


